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豊島区 基本構想・基本計画
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今後５年間の区の進むべき方向性を明確にする新たな基本計画を策定（R7～）

生涯にわたり健康で、地域で共に暮らせる福祉のまち



総合事業とは
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 総合事業とは、高齢者が要介護状態にならないように総合的に支援することを目
的に、各自治体が実施する介護予防事業等の総称です。

出典
厚生労働省 老発0717第6号
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」 9頁



【事業内容】

◎訪問型サービス、通所型サービス

◎基本チェックリスト、介護予防ケアマネジメント

◎家事援助スタッフ育成研修

事業全体の概要
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介護人材の不足

2026年時点で約28万人、2040年には約57万

人の介護職員が不足すると予測されている。
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総合事業の見直し

第９ 期介 護保 険事 業計 画に 基づ く介 護職 員の 必要 数に ついて （厚生労働省資料）
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事業所の減少

区内事業所においても、年々事業所が

減少している。
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介護人材不足を補っていくためにも

介護予防や生活支援
のあり方を根本から

見直し

本人ができないことを探す
本人が望む

介護サービスの継続
↓

少しずつ体調が悪化
↓

さらに介護サービスが必要

これまでの支援

「してあげる支援」

回復の可能性がある高齢者
「本人ができないことを」

セルフマネジメントのノウハウ
を伝えながら機能を回復

↓
活動的な生活を送る

↓
要支援者を減らす

↓
介護人材不足を補う

これからの支援

「元の生活を取り戻す支援」

総合事業の目指す姿

GOAL 住み慣れた豊島区で
いつまでも自分らしく いきいきと 



住み慣れた地域で生きがいのある生活
対象者の把握

町会活動

シルバー
人材

近所の
喫茶店

区民ひろば
での活動

資源を紹介できるよう見つ
けてきたり、新たに資源を
構築しています。

総合事業のサービス

高齢者総合相談
センターに相談

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

総合事業のサービス

つながるサロン

地域の方々が主体
の通いの場

短期集中通所型
サービス

生活に自信がついた

としまリハビリ通所
サービス

短期集中訪問型
サービス

集団で専門職による運
動・栄養指導に取組む

専門職が自宅で
個別指導

専門職の個別指導で
元気に！

様々な地域資源

としまる体操

リハビリ講座

介護予防ﾘｰﾀﾞｰ

口腔講座

…

一般介護予防

高齢者自身の状況に応じて、
適切なサービスの選択を援助

①
②

③

④⑤

総合事業の流れ
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従前相当サービス(A6)
要支援1・2
認知症
難病、ガン末期
・リハビリ、入浴
・栄養改善、食事、口腔

としまリハビリ
通所サービス(A8)

要支援1・2
事業対象者

・リハビリ

ケアプランの期間のタイミングで10月以降の変更プランを作成

包括によるサービス利用状況の確認及び周知期間

令和6年4月～令和7年9月に実施
＊1年プランでタイミングが合わない場合は早急に

●要支援1 ●事業対象者
※原則全員
※要支援2の方は推奨利用

既存利用者

★事業対象者の従前相当サービスの利用を制限

従前相当サービス(A6) としまリハビリ通所サービス(A8)

心身の状態により通所型サービスを変更して利用 ※原則全員…認知症、難病、ガン末期を除く

短時間利用
利用期間制限
（概ね9か月）

新規利用者

としま入浴通所サービス
要支援1・2
事業対象者

・入浴 委託実施
令和８年度より
区内全域対象

短期集中通所型ｻｰﾋﾞｽ
要支援1・2
事業対象者
（自己通所）
・集団での運動

週1回3ヵ月

つながるサロン
要支援1・2
事業対象者
（自己通所）
・集団での自主活動

ケアマネジャーのアセスメントに基づき、自立支援の視点でサービスを選択

令和7年10月以降

ケアマネジャーのアセスメントに基づき、自立支援の視点でサービスを選択

通所型サービスの利用のながれ（再周知）
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利用終了事由

7%

18%

54%

3%

18%

改善

他サービスへ移行

要介護に悪化

死亡

現在も利用中

【参考資料】 従前相当サービス（A6）の利用について

N=110

・利用者の半数以上が従前相当サービス（A6）を１年以上継続利用している。
・利用者の半数以上が要介護状態への容態変化を理由に利用を終了している。

従前相当サービス（A6）
新規利用者の継続利用月数
（令和5年4～6月利用開始）

15%

13%

8%

10%
15%

13%

26%
0～3ヶ月

3～6か月

6～9か月

9～12か月

12～18か月

18～24か月

24か月以上
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【参考資料】 としまリハビリ通所サービス（A8）の利用について

4
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13 12 13 13

14

14
13 12 12

3

3 4 3

2

2 2
2

2

終了時点 3ヶ月後 ６か月後 ９か月後 12か月後

事業対象者 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護4 死亡

としまリハビリ通所サービス（A8）利用終了者の状態の推移
（令和6年度内利用終了） N＝33
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介護サービス

地域資源

としまリハビリ通所サービス(A8)

リハビリ特化型デイサービス
早期な機能改善（6ヶ月程度）
地域資源などへ結びつけ

短期集中通所型サービス

3ヶ月間の短期間でリハビリ専門職による
個別面談や集団での運動
地域資源などへ結びつけ

つながるサロン

もっと
暮らしを
活発に

地域住民が主体の介護予防活動
地域における支え合い

従前相当サービス(A6)

デイサービス
入浴介助・栄養改善・口腔機能向上など選択的

元気の輪

暮らしと
健康の
自己管理

自らの力
を取戻す
リハビリ

穏やかな
暮らしの
維持

＊詳細は「いつまでもイキイキ生活」

通所型サービスの連携
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つながるサロンの活動内容

つながるサロン チラシの一例

つながるサロン2026

パンフレット

外出できると
楽しい！
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区分 従前相当サービス

多様なサービス・活動

サービス・活動A サービス・活動B サービス・活動C

サービス
従前相当サービス

(A6)

としまリハビリ
通所サービス(A8)

としま入浴通所サービス
※R8拡充

つながるサロン 短期集中通所型サービス

実施方式 指定 指定 委託 補助 委託

期間
定めなし

（ケアマネジメントによ
る）

６か月を目安に利用
（※最長９か月）

定めなし
（ケアマネジメントによる）

定めなし
（ケアマネジメントによる）

３か月（12回）

送迎 あり 事業所による あり なし なし

利用料
（目安）

４76円/回
（定率・1割負担の

場合）

1,200円/月
（定額・1割負担の場合）

５００円/回
（定額・1割負担の場合）

無料
（会食実費）

無料

内容
選択的サービス
（入浴・食事・口腔
ケアetc.）

機能訓練に特化
個別プログラム

入浴サービス
自主グループが行う介護
予防に資する活動

専門職による集団での運
動プログラムと栄養指導

目標
必要な支援を続け
ながら在宅生活を継続

運動機能を向上させ、いち
早く、地域資源を活用する
などして、自立した日常生
活を取り戻す。

身体の衛生状態の保持・感染
症予防、心身機能の維持・改
善を図る

社会・地域との
繋がりを持ち続ける

運動機能を向上させ、地域
との繋がりを持ち続けるこ
とを目指す。

対象者

⚫ 自宅での入浴困難
⚫ 認知機能低下
⚫ 低栄養状態
⚫ 難病・その他疾患

⚫ 機能訓練の必要があ
る

⚫ 自立的な在宅生活を
 目指すことができる

● 自宅での入浴困難

⚫ 短期集中通所型サー
ビスで学んだことを
続けたい

⚫ 地域との交流を
持ちたい

⚫ 自己通所可能

⚫ 短期集中的に改善が
見込める

⚫ 学んだことを自分で続
ける意欲がある

⚫ 自己通所可能

要支援１・２ 要支援1・2 事業対象者
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豊島区における総合事業の運用について（通所型）



区分 従前相当サービス
多様なサービス・活動

サービス・活動A サービス・活動B サービス・活動C

サービス
従前相当サービス

（A2）
としま介護予防
訪問サービス（A4）

としまいきいき
訪問サービス(A4)

生活支援お助け隊 短期集中訪問型サービス

期間
定めなし

（ケアマネジメントによ
る）

定めなし
（ケアマネジメントによる）

定めなし
（ケアマネジメントによる）

１年
（再申込み可）

３～６か月

サービス
提供者

指定介護事業所
シルバー人材
センター

リハビリ専門職等

従事者 専門的な有資格者
専門的な有資格者 又は
区研修の修了者

区研修の修了者

利用料 ３２８円 ３００円
３０分・３００円
６０分・６００円

無料

内容
入浴や排せつなどの身
体介護や生活援助

見守り程度の簡易な身体介護
や生活援助

掃除・洗濯・買い物・調理・薬
の受け取りなどの生活援助

掃除・洗濯・買い物などの
家事援助

リハビリ、口腔ケア、栄養指
導等、生活機能改善のため
の助言

対象者

⚫ 身体介護と生活援
助が必要な方

⚫ 簡易な身体介護と生活援
助が必要な方

⚫ 生活援助のみ必要な方
⚫ 家事援助のみ必要な

方

⚫ 短期集中的な支援で
生活機能の改善が見
込まれる方

要支援１・２ 要支援１・２、事業対象者
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豊島区における総合事業の運用について（訪問型）
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令和８年度介護報酬改定について

区独自訪問型サービス

としま介護予防訪問サービス・としまいきいき訪問サービス（A4）

令和８年度介護報酬改定に伴い、区独自サービスの基本報酬額を改定します
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令和８年度介護報酬改定について

区独自通所型サービス
としまリハビリ通所サービス（A8）

※介護保険施行規則の改定により、
令和３年度から総合事業のサービス
価格は、国が定める額を勘案しつつ、
市区町村が任意に定めることとされ
ました。
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「としま入浴通所サービス」とは･･･

「自宅に浴槽がない」「転倒が怖くてひとり
で入浴ができない」といった自宅では入浴が
困難な要支援または事業対象者の高齢者に、
身体状況に合わせて必要な入浴サービスを提
供する「としま入浴通所サービス」が令和６
年度よりスタートしました。
送迎付きの入浴特化型通所サービスです。
※委託事業

要支援1・事業対象者：週１回
（月上限５回まで）
要支援2：週２回
（月上限１０回まで）

ご利用料金

１割負担：0500円 ２割負担：1,000円
３割負担：1,500円 生活保護受給者等：無料

利用回数

としま入浴通所サービス（R8拡充事業）
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菊かおる園

長崎第二豊寿園
New

New

池袋敬心苑

令和6年度より実施している「池袋敬心苑」に加え、

「長崎第二豊寿園」「菊かおる園」で実施。区内全域をカバー
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サービス提供の流れ

送迎 体調確認 入浴 送迎

送迎車でお迎えにい

きます。

体温、血圧を測定し、

体調の確認を行いま

す。また、入浴前に

水分補給をします。

順番に入浴します。

待ち時間は、専用の

ラウンジで映画鑑賞

や読書などをしながら

寛ぐことができます。

送迎車でお送りしま

す。

としま入浴通所サービス提供の流れ
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利用実績の推移

としま入浴通所サービス 利用実績

４月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

サービス提供日数
【提供予定回数】

9日
【81回】

9日
【81回】

8日
【76回】

9日
【89回】

9日
【90回】

8日
【72回】

9日
【77回】

9日
【58回】

8日
【54回】

8日
【61回】

8日
【68回】

8日
【72回】

利用者数（人） 14 15 15 16 15 15 14 11 12 14 16 16

利
用
実
績

(回)

事業対象者 4 4 3 ４ 4 4 5 4 4 3 1 1

要支援1 10 13 15 14 18 13 16 13 14 13 18 18

要支援2 52 46 39 48 44 37 31 30 28 33 41 40

合計 66 63 57 66 66 54 52 47 46 49 60 59

＜池袋敬心苑＞ 令和７年度合計実施件数：685件

0

20

40

60

80

４月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

要支援2

要支援1

事業対象者
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菊かおる園

としま入浴通所サービス 実施事業所

池袋敬心苑

長崎第二豊寿園

＜サービス対象圏域＞ 菊かおる園・東部・中央高齢者総合相談センター

＜サービス提供日・時間＞ 毎週月曜日・木曜日 １２：００～１５：００

＜サービス対象圏域＞ アトリエ村・西部・いけよんの郷・

豊島区医師会高齢者総合相談センター

＜サービス提供日・時間＞ 毎週月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 １１：３０～１３：３０

＜サービス対象圏域＞ ふくろうの杜・中央・豊島区医師会高齢者総合相談センター

＜サービス提供日・時間＞ 毎週水曜日・土曜日 ９：００～１２：００/１３：００～１６：００

令和８年５月から提供開始

令和８年４月から提供開始
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事業実績・参加人数
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【令和7年度】

「リハビリテーション」

16コース 131人
 

内   訳  

事業対象者  51人

要支援１  53人

要支援２  27人 

短期集中通所型サービスについて

【令和5年度】

「リハビリテーション」

12コース 108人

 

内   訳  

事業対象者  51人

要支援１  37人

要支援２  20人 

 

【令和6年度】

「リハビリテーション」

14コース 103人
 

内   訳  

事業対象者  43人

要支援１  41人

要支援２  17人 

その他  2人



効果測定結果
ＴＵＧ前後評価

令和5年度 108名 令和6年度 103名

６7人

26

25人

16人

67人

18人

18人

短期集中通所型サービスについて

向上した人 向上しなかった人 測定できなかった人

62.0

%

23.1

%

14.8%

65.0%
17.5%

17.5%



効果測定結果
ＴＵＧ前後評価

令和5年度 92名 令和6年度 85名

※初回時と終了時２回とも測定できた人の平均より

27

短期集中通所型サービスについて

9.94

8.96

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

初回時 終了時

0.98秒減

10.26

9.16

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

初回時 終了時

1.10秒減



〇  短期集中通所型サービス終了後の取り組み

①つながるサロン（通所型サービスＢ）に参加
②区民ひろばの事業に参加
③介護予防センターやフレイル対策センターのとしまる体操に参加
④スポーツジムに入会 等

短期集中通所型サービス・令和6年度の参加実績＆卒業後について

〇  区民ひろばや老健・スポーツクラブ等で14クール実施

〇 参加人数 １０３名

◇ 24週後の介護（予防）給付サービスの利用状況
対象者：終了後12週経過した ８９人

・12週後も介護（予防）給付サービスを利用していない人 ５７人
・開始時にサービス（手すり等福祉用具貸与・訪問型サービス）を利用していた人 ２２人
・終了後サービス（通所型サービス・通所リハビリ・用具貸与）利用を開始した人 １０人

セルフケアの
取組を開始
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令和6年度の結果＆参加者の声

利用者の声
◎としまる体操すごく良かったので続けて行く。
◎口腔講座が勉強になった。食べることは毎日なので、毎日の歯磨きだけでなく、
定期的に歯科受診するなど、口のフレイルにも関心をもつことができた。
◎介護予防センターや区民ひろばでの活動など、豊島区の社会資源を知ることが
できた。
◎一緒に参加した人とつながるサロンに参加し、外出の機会が増え、近所の知り
合いも増えた。

事業の結果
◆主観的健康感とイレブンチェックにおいても多くの利用者で維持・改善を示す
結果となった。

• ◆イレブンチェックではフレイルのリスクを示す赤シールの数の平均が１
人当たり１割減などの変化が見えた。特にフレイルと直接関係があると思
われる外出の頻度が増えたと答えた人の割合が２３％アップし、参加者の
社会参加や外出を促すことにつながった

◆グループワークや利用者同士の声掛けや会話などにより、目標達成のための取
り組みに対する、モチベーションや行動力の強化がされたと感じる。
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令和8年度の基本スケジュール

1か月目
第1回

目標確認と
体力測定

第2回 第3回
栄養講座

第4回
個別面談

2か月目
第5回
口腔講座

第6回
第7回
社会資源

第8回
個別面談

3か月目 第9回
第10回
栄養指導

第11回
体力測定と
振り返り

第12回
振り返り

〇 「口腔講座」を第5回に実施

〇 「栄養講座」を第3回と第10回に実施

30

〇 「社会資源」も継続して第7回に実施します

短期集中通所型サービスについて
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05 その他

33



34

分掌事務について

担当 内容

高齢者福祉課
総合事業グループ

国保連事務（訪問、通所、ケアマネジメント費 他）

サービスコード・単位数マスタ

基本チェックリスト、ケアマネジメント届出書

訪問・通所型サービス（活動A・B・C）

総合事業基準緩和サービス従事者育成研修

高齢者福祉課
包括支援グループ

地域ケア会議

ケアマネジメント

ケアマネジャー研修

介護保険課
事業所指定グループ

事業所指定関連
新規指定、指定更新、変更、休止・廃止・再開

事業所加算関連
加算届出、処遇改善加算

介護保険課
給付グループ

保険給付・予防サービス

過誤申立（総合事業含む）

高額介護予防・高額医療合算介護予防サービス費



高齢者福祉課 総合事業グループ

TEL：03-4566-2435 FAX：03-3980-5040

Mail:A0029294@city.toshima.lg.jp

ご清聴ありがとうございました
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